
 

女性活躍推進法 行動計画 

 

      女性従業員に対する職業生活に関する機会を提供しながら、職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備をするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間    令和４年 ４月 １日～  令和５年 ３月３１日までの １年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

 

目標１：女性管理職の積極的登用（１名以上）  

 

 


